
 

 

下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に係る評価基準 

 

 （目的） 

第１条 上下水道事業管理者が発注する建設工事において総合評価方式により

落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価方式」という。)の実施に関

し、下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札実施要領（平成２８年４月

１日施行。以下「実施要領」という。）第８条に規定する評価基準を定めるも

のである。 

 （評価項目及び得点配分） 

第２条 実施要領第８条に規定する評価項目及び得点配分は、別表１のとおり

とする。 

２ 工事毎の評価対象とする具体的な項目については、原則として別表１の評

価項目すべてを対象とする。ただし、別表１備考欄に「個別」の記載がある

項目については、工事毎に評価対象とする内容を設定する必要があるが、設

定できない場合は評価項目としない。 

 （評価項目毎の評価基準及び評価点） 

第３条 前条に規定する評価項目毎の評価基準及び評価点は、別表２のとおり

とする。 

２ 別表２評価基準のうち不適切と評価し、欠格となった項目がある場合は、

総合評価の対象とせず、無効とする。また、「①簡易な施工計画」については、

工事毎の特徴や特性等を踏まえた具体的な記述となっていることが必要であ

り、一般的な記述にとどまっているが、不適切な内容ではない場合には加点

しない。 

（留意事項等） 

第４条 第２条に規定する評価項目について、評価を行う際の留意事項等は別

表３のとおりとする。 

２ 別表１の評価項目のうち（１）企業の技術力①簡易な施工計画に関する評

価項目の設定に際しては、次の点に留意して行うものとする。 



 

（１）発注しようとする工事については、施工上、特に重要な事項や課題とな

っている事項を抽出して評価項目を設定する。 

（２）評価項目は、当該工事の契約においてその内容が担保できるもの（契約

の内容に適合しないものにかかる事項で契約に明示されているものであれ

ば、完成後の履行状況の確認も可能とする。)に限るものとし、担保できな

いものは評価項目としない。 

（３）技術提案に関する事項として設定する評価項目は、性能機能の確保等に

寄与するものとし、サービス的な工事の実施を求めるような設定をしては

ならない。 

附 則 

１ この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 下関市上下水道局建設工事簡易型総合評価競争入札事務処理要領（平成

１９年１０月９日施行）は、廃止する。 

附 則 

この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、令和２年９月７日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準による改正後の下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に

係る評価基準の規定は、この基準の施行の日以後に公告する総合評価方式に

適用し、この基準の施行の日前に公告した総合評価方式については、なお従

前の例による。 

附 則 

（施行期日） 



 

１ この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準による改正後の下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に

係る評価基準の規定は、この基準の施行の日以後に公告する総合評価競争入

札から適用し、この基準の施行の日前に公告した総合評価競争入札について

は、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準による改正後の下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に

係る評価基準の規定は、この基準の施行の日以後に公告する総合評価競争入

札から適用し、この基準の施行の日前に公告した総合評価競争入札について

は、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準による改正後の下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に

係る評価基準の規定は、この基準の施行の日以後に公告する総合評価競争入

札から適用し、この基準の施行の日前に公告した総合評価競争入札について

は、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準による改正後の下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に

係る評価基準の規定は、この基準の施行の日以後に公告する総合評価競争入

札から適用し、この基準の施行の日前に公告した総合評価競争入札について



 

は、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準による改正後の下関市上下水道局建設工事総合評価競争入札に

係る評価基準の規定は、この基準の施行の日以後に公告する総合評価競争入

札から適用し、この基準の施行の日前に公告した総合評価競争入札について

は、なお従前の例による。 



 

別表１ 

 

評 価 項 目 細      目 

評価点 換算値 

備考 特別

簡易 
簡易 

特別

簡易 
簡易 

(1) 

企 

業 

の 

技 

術 

力 

①簡易な施

工計画 

発注者が求める施工上配

慮すべき事項として１項

目選定 

工程管理 

- 2 

- 

4 

↓ 

10 

個別 

品質管理 

その他配慮すべき事項 

工事全般の施工計画 

（受注者が提案する施工上配慮すべき事項） 
- 2 

②企業の技

術的能力 

過去８年間の同種工事（公共工事）の施工実績の有無 2 

8 

↓ 

4 

10 

↓ 

5 

個別 

過去２年間の下関市発注工事における工事成績評定点

（同種工種）の平均点 

ただし、建築一式工事の場合は、過去４年間の平均点 

2 4  

過去２年間の指名停止措置の有無 0(-1)  

過去３年間の優秀工事表彰の有無 1  

ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１の取得状況、環境へ

の配慮（エコマネジメント等） 
1  

労働安全衛生マネジメント等の取得状況 1  

作業船の保有状況 1 個別 

③配置技術

者の能力及

び担い手確

保の取組 

主任（監理）技術者の保有する資格 2 

6 

↓ 

4 

6 

↓ 

4 

 

過去８年間の主任（監理）技術者の同種工事（公共工事）

の施工経験の有無 
1 個別 

継続学習（ＣＰＤ）の取組状況 1  

技能士等の活用 1 個別 

担い手確保の取組 1  

(2)

企

業

の

地

域

貢

献

度 

①地域精通

度 
地理的条件 2 - 

5 

↓ 

2 

3 

↓ 

1 

個別 

②地域貢献

度 

過去５年間の災害時緊急対応出動実績 1 個別 

過去３年間の市内在住者の新規雇用の有無 1  

その他の取組 1  

合  計 換算値の計（加算点の満点）  10 20  



 

別表２ 

 

評 価 項 目 細      目 評 価 基 準 

評価点 

特別

簡易 
簡易 

(1) 

企 

業 

の 

技 

術 

力 

①簡易な

施工計画 

発注者

が求め

る施工

上配慮

すべき

事項と

して１

項目選

定 

工程管理 

現地条件を踏まえ工程管理が適切であり、工程上重要な項

目が記載されている。 
- 2 

現地条件を踏まえ工程管理が適切であり、工夫が見られる。 - 1 

工程管理が適切である。 - 0 

不適切である。 - 欠格 

品質管理 

品質の確認方法、管理方法が現地条件を踏まえ適切であり、

重要な項目が記載されている。 
- 2 

品質の確認方法、管理方法が現地条件を踏まえ適切であり、

工夫が見られる。 
- 1 

品質の確認方法、管理方法が適切である。 - 0 

不適切である。 - 欠格 

その他配慮

すべき事項 

課題に対して、現地条件を踏まえ適切であり、重要な項目

が記載されている。 
- 2 

課題に対して、現地条件を踏まえ適切であり、工夫が見ら

れる。 
- 1 

課題に対して、適切である。 - 0 

不適切である。 - 欠格 

工事全般の施工計画 

（受注者が提案する施

工上配慮すべき事項） 

配慮事項への対応が現地条件を踏まえ適切であり、重要な

項目が記載されている。 
- 2 

配慮事項への対応が現地条件を踏まえ適切であり、工夫が

見られる。 
- 1 

配慮事項への対応が適切である。 - 0 

不適切である。 - 失格 

②企業の

技術的能

力 

過去８年間の同種工事

（公共工事）の施工実

績の有無 

指定金額以上の実績有り 2 

指定金額の２分の１以上の実績有り 1 

指定金額の２分の１未満の実績有り又は実績無し 0 

過去２年間の下関市発

注工事における工事成

績評定点（同種工種）

の平均点 

ただし、建築一式工事

の場合は、過去４年間

の平均点 

８０点以上 2 4 

７５点以上 ７９点以下 1.5 3 

７０点以上 ７４点以下 1 2 

６５点以上 ６９点以下 0.5 1 

６０点以上、６４点以下、又は実績無し 0 0 

５９点以下 -0.5 -1 

過去２年間の指名停止

措置の有無 

措置無し 0 

措置有り -1 

過去３年間の優秀工事

表彰の有無 

表彰有り 1 

表彰無し 0 

ＩＳＯ９００１、ＩＳ

Ｏ１４００１の取得状

況、環境への配慮（エ

コマネジメント等） 

いずれか１つを認証取得している。 1 

認証取得していない。 0 



 

労働安全衛生マネジメ

ント等の取得状況 

認証取得している。 1 

認証取得していない。 0 

作業船の保有状況 

主作業船のうち、いずれかを自社保有又は共同保有（保有

比率又は支払比率５０％以上）している。 
1 

主作業船のうち、いずれかを共同保有（保有比率又は支払

比率２０％以上５０％未満）している。 
0.5 

主作業船のうち、いずれかを共同保有（保有比率又は支払

比率２０％未満）している。 
0.25 

いずれの主作業船も保有していない。 0 

③配置技

術者の能

力及び担

い手確保

の取組 

主任（監理）技術者の

保有する資格 

１級国家資格（例：土木施工管理技士）又は技術士と同等 2 

２級国家資格（例：土木施工管理技士）と同等 1 

上記以外 0 

過去８年間の主任（監

理）技術者の同種工事

（公共工事）の施工経

験の有無 

指定金額以上の施工経験有り 1 

指定金額の２分の１以上の施工経験有り 0.5 

指定金額の２分の１未満の施工経験有り又は経験無し 0 

継続学習（ＣＰＤ）の

取組状況 

各団体推奨単位以上を取得しており継続教育の証明があ

る。 
1 

取得していない。 0 

技能士等の活用 

指定した全ての工種（種別）において指定した全ての技能

士を活用する場合に評価する。なお、技能士活用は下請け

等の職員による場合も認める。 

1 

活用しない。 0 

担い手確保の取組 

Ａ及びＢの両方に該当する。 1 

Ａ又はＢのいずれか１項目に該当する。 0.5 

Ａ及びＢのいずれにも該当しない。 0 

 

Ａ 若手技術者の

雇用 
満３５歳未満の若手技術者を雇用している。 

Ｂ 女性技術者の

雇用 
女性の技術者を雇用している。 

(2)

企

業

の

地

域

貢

献

度 

①地域精

通度 
地理的条件 

工事場所のある地域に本店がある。 2 - 

上記以外の地域で市内に本店がある。 1 - 

その他 0 - 

②地域貢

献度 

過去５年間の災害時緊

急対応出動実績 

下関市災害等緊急協力事業者登録制度に登録があり、出動

実績がある。 
1 

登録はあるが、出動実績がない。 0.5 

登録がない。 0 

過去３年間の市内在住

者の新規雇用の有無 

雇用有り 1 

雇用無し 0 

その他の取組 

Ａ～Ｅのいずれか２項目以上に該当する。 1 

Ａ～Ｅのいずれか１項目に該当する。 0.5 

Ａ～Ｅのいずれにも該当しない。 0 



 

 

Ａ 障害者の雇用

状況 

障害者雇用促進法に基づく雇用状況の報告義務があり、法定雇用率以上

の雇用がある。又は報告義務がなく１人以上の雇用がある。 

Ｂ 更生保護の協

力雇用主登録 
更生保護の協力雇用主登録がある。 

Ｃ 消防団協力事

業所の登録 
消防団協力事業所の登録がある。 

Ｄ やまぐち男女

共同参画推進事

業者の認証 

やまぐち男女共同参画推進事業者の認証を受けている。 

   
Ｅ 地域貢献活動

の実績 

過去１年間に、「しものせき美化美化大作戦」若しくは「しものせき美化

美化キャンペーン」又は清掃、植栽等下関市内の公共施設での企業とし

てのボランティア活動の実績がある。 

 



 

別表３ 

 

評価項目 細    目 留 意 事 項 様式番号 

(1)

企

業

の

技

術

力 

①

簡

易

な

施

工

計

画 

簡易な施工計画

の共通事項 

発注者が設計図書（共通仕様書、特記仕様書を含む。）で示す標準

的な仕様（以下「標準案」という。）の範囲内で、現場条件、重要事

項を踏まえた提案（技術的所見）を記述すること。標準案の範囲内の

提案について、妥当性、適切性、的確性の観点から評価する。 

なお、簡易な施工計画は標準案を超えた提案を求めるものではな

く、標準案を超えた提案があっても優位な評価は行わない。 

－ 

発

注

者

が

求

め

る

施

工

上

配

慮

す

べ

き

事

項 

工程管理 

① 発注者が求める項目について、概略の工程表及び工程管理に対す

る技術的所見を記述すること。 

② 工程表は「新土木工事積算体系の解説」の中項目（レベル２）全

てについて記入すること。 

③ 技術的所見は、工程計画策定の際に考慮した事項を工程表の下欄

に必ず記載すること。記述にあたっては、「必要に応じて･･」、「状

況に応じ･･」などの曖昧な表現は避けること。 

３－１ 

品質管理 

 

その他配

慮すべき

事項 

① 発注者が求める項目に関する施工方法、管理方法、確認方法等に

ついて、当該工事の特徴を踏まえた技術的所見を具体的に記述する

こと。 

記述にあたっては、「必要に応じて･･」、「状況に応じ･･」などの

曖昧な表現は避けること。 

② 必要な場合は説明図面を添付すること。資料は図面を含め A4 版

用紙２枚以内で作成すること。 

③ 「本設計書の設計図面及び土木工事共通仕様書等に示された施工

方法に従って施工する。」という記述は認めない。 

④ 土木工事共通仕様書等に示された施工方法に従った施工であっ

ても、当該工事の特徴を踏まえ、具体的に記述すること。 

３－２ 

工事全般の施工

計画（受注者が提

案する施工上配

慮すべき事項） 

① 受注者が当該工事の特徴を踏まえ施工上配慮すべき事項を抽出

し、抽出理由や技術的所見を記述すること。ただし、提案する事項

は「発注者が求める事項」として、提出を求められている事項を除

く。 

② 技術的所見は、安全対策、環境対策等について具体的に記述する

こと。 

  記述にあたっては、「必要に応じて･･」、「状況に応じ･･」などの

曖昧な表現は避けること。  

③ 提案は最大２提案までとする。なお、２提案を超えた提案がある

場合は、記載順に２提案までを評価対象とし、以降の提案は評価対

象としない。 

④ A4 版用紙１枚で作成すること。 

⑤ 「本設計書の設計図面及び土木工事共通仕様書等に示された施工

方法に従って施工する。」という記述は認めない。 

⑥ 土木工事共通仕様書等に示された施工方法に従った施工であっ

ても、当該工事の特徴を踏まえ、具体的に記述すること。 

４ 

 

 

 



 

 

②

企

業

の

技

術

的

能

力 

過去８年間の同

種工事（公共工

事）の施工実績の

有無 

① 評価対象を「元請として、過去８年間（８年前の日の属する年度

の４月１日以降）に施工し、引き渡しが完了した工事の実績」とし

ているので、定められた同種工事の実績について記載すること。 

② 同種工事に係る建設工事発注証明書を添付すること。添付できな

い場合は、請負契約書の写し及び当該工事の受注形態、工事概要が 

確認できる資料を添付すること。ただし、「コリンズ」に登録し、

その内容が確実に判断できる場合は竣工登録工事カルテの受領書

及び工事カルテの写し若しくは竣工登録の登録内容確認書の写し

を添付することで替えることでできる。 

③ 共同企業体により施工した工事については協定書の写しを添付

すること。 

④ 共同企業体の場合は全体の請負額を記載すること。 

⑤ 受注形態は、単体又は○○・□□ＪＶ（出資比率○○％）と記載

すること。 

⑥ 工事概要は、評価基準に該当する工事であることが確認できるよ

うに記載すること。 

⑦ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

５ 

過去２年間の下

関市発注工事に

おける工事成績

評定点（同種工

種）の平均点 

ただし、建築一式

工事の場合は、過

去４年間の平均

点 

① 工事発注年度の直近２年度（建築一式工事は直近４年度）におい

て、下関市、下関市上下水道局及び下関市ボートレース企業局の発

注工事の完成検査成績評定点を合算し、当該業者が施工した工種別

工事の平均成績評点数（少数点以下第１位を四捨五入）とする。た

だし、次のいずれかに該当する工事は、平均点の算出の対象外とす

る。 

 ア 請負金額が５００万円未満（土木一式工事及び建築一式工事

は、請負金額が２，０００万円未満）の工事 

 イ 災害復旧工事で契約担当者が平均点の算出の対象外とすべき

と認めたもの 

② 平均点は市の保有する工事成績評定点に係る資料により算定し

たもので評価し、各企業からの提出は求めない。 

③ 対象とする期間に工事成績評定点を有しない企業については、評

価点は０点とする。 

④ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示の

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

－ 

過去２年間の指

名停止措置の有

無 

① 公告日前の２年間に市の指名停止措置を受けているものを対象

とし評価（減点）する。 

② 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

－ 

過去３年間の優

秀工事表彰の有

無 

①   公告日前の３年間に下関市上下水道局優秀工事表彰制度、下関

市優良工事事業者表彰制度、又は山口県優良建設工事表彰制度に

より表彰された者（発注工事と同じ工種で表彰された場合に限

る。）を対象に評価する。 

②   山口県優良建設工事表彰を受けている場合は、表彰及びその工

種のわかる書類の写しを添付すること。 

③   共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示

がない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

－ 



 

ＩＳＯ９００１、

ＩＳＯ１４００

１の取得状況、環

境への配慮（エコ

マネジメント等）       

①   ISO9001、ISO14001 又は環境活動評価プログラム（エコアクショ

ン 21）のいずれかを認証取得している場合に評価するので、認証

取得を示す登録証の写しを提出すること。なお、登録証に建設工

事の種類が明示されていない場合は、取得時に作成された品質マ

ニュアルの適合範囲のページの写しを添付すること。また、外国

語表記の場合は、日本語訳を添付すること。 

② 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

－ 

  

労働安全衛生マ

ネジメント等の

取得状況 

① 労働安全衛生マネジメント（JISHA 方式適格 OSHMS、ISO45001）

又は建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）の認証に

ついて、建設分野の認証を受けており、その認証取得を示す登録証

の写しの提出により評価する。なお、登録証に適用範囲が明示され

ていない場合は、付属書等、適用範囲が分かる資料を添付すること。

また、外国語表記の場合は、日本語訳を添付すること。 

② 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

－ 

 

作業船の保有状

況 

① 主作業船を使用する海上工事において、次に掲げる通常の海上工

事に使用される作業船（15 種）のうち、いずれかを自社保有又は

共同保有している場合に評価する。なお、共同保有とは、作業船の

保有あるいは作業船の現行機能を保持するにあたり、新造、改良又

は機能の追加のために必要な経費を複数の者で負担していること

をいう。 

  主作業船（15 種）  

1 ポンプ浚渫船      9 クレーン付台船 

2 グラブ浚渫船     10 杭打船 

3 バックホウ浚渫船   11 コンクリートミキサー船 

4 リクレーマ船     12 ケーソン製作用台船 

5 バージアンローダ船  13 深層混合処理船 

6 空気圧送船      14 サンドドレーン船 

7 旋回起重機船     15 サンドコンパクション船 

8 固定起重機船        

② 保有及び保有比率又は保有及び支払比率が確認できる資料とし

て、登記簿又は海上保険証券の写しを添付すること。 

③ 共同保有の場合は、①のなお書き以降が明記されている契約書等

の写しを添付すること。 

④ 保有の主作業船が設計標準歩掛表（港湾編）に記載の規格未満の

場合は、施工が可能であることがわかる資料（任意様式）を提出す

ること。 

⑤ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす

る。 

－ 

           

③

配

置

技

術

者

主任（監理）技術

者の保有する資

格 

① 主任(監理)技術者として配置する技術者の保有資格について評

価する。 

② 配置技術者の保有資格について、国家資格（例：土木施工管理技

士、建設機械施工技士等）又はこれと同等以上の資格を有する場合

に評価するので、保有する資格を記入し、当該資格証明書等の写し

を添付すること。 

③ 監理技術者資格者証による場合は、監理技術者資格者証（裏面を 

 

 

 

 

６ 



 

の

能

力

及

び

担

い

手

確

保

の

取

組 

 

含む。）の写しを添付すること。（平成 16 年 3 月 1 日以降に交付さ

れた監理技術者資格者証を有する場合は、監理技術者講習修了証の

写しを添付すること。）   

④ 監理技術者資格者証によらない場合は、国家資格又は実務経験が

確認できる書類の写し、雇用関係が確認できる書類の写しを添付す

ること。 

⑤ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

 

過去８年間の主

任（監理）技術者

の同種工事（公共

工事）の施工経験

の有無 

① 評価対象を「元請として、過去８年間（８年前の日の属する年度

の４月１日以降）に施工し、引き渡した同種工事に現場代理人又は

主任（監理）技術者として従事した経験の有無」としているので、

該当する工事について記載すること。 

② 配置技術者が従事した工事内容が確認できる資料を添付するこ

と。 

③ 共同企業体で施工した場合の実績については、その代表者及び構

成員の別を問わない。 

④ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

６ 

継続学習（ＣＰ

Ｄ）の取組状況 

① 当該年度の４月１日から公告日までの間の任意の日以前の各認

証団体が設定する期間における配置技術者の継続学習（ＣＰＤ）に

対する取組状況を評価する。 

② 各認証団体推奨単位以上（例：全国土木施工管理技士会連合会の

場合１年間に２０ユニット、２年間に４０ユニット、３年間に６０

ユニット、４年間に８０ユニット、５年間に１００ユニットのいず

れでも可）の取組みを評価するので、各認証団体の証明書の写しを

添付すること。 

③ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者を対象とする。 

７ 

技能士等の活用 

① 評価対象とする技能士等の従事する工種は、工事の内容に応じて

指定された工種において配置する技能士について記載すること。 

② 従事する技能士等の資格取得を証明するものの写しを提出し、ま

た施工時の履行確認は、日報等及び現場での確認による。 

③ 従事する技能士等が、技能士の場合は下請け等の職員でも良い 

が、技能士以外の資格の場合は下請け等の職員は認めないので、雇

用関係が確認できる資料を添付すること。 

８ 

 

  
担い手確保の取

組 

① Ａ及びＢの両方に該当する場合に１点を付与する。 

② Ａ又はＢのいずれか１項目に該当する場合に０．５点を付与す

る。 

③ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす

る。 

－ 

   

Ａ 若手技

術者の雇

用 

① 参加申請日において、監理技術者又は主任技術者となり得る国家

資格を有する若手技術者（参加申請日において満３５歳未満の者）

を３月以上常時雇用している場合に評価する。 

② 雇用の開始及び継続が確認できる書類及び資格証明書等の写し

を添付すること。 

－ 



 

Ｂ 女性技

術者の雇

用 

① 参加申請日において、監理技術者又は主任技術者となり得る国家

資格を有する女性技術者を３月以上常時雇用している場合に評価

する。 

② 雇用の開始及び継続が確認できる書類及び資格証明書等の写し

を添付すること。 

－ 

 

①

地

域

精

通

度 

地理的条件 

①   地域を旧下関市内と旧豊浦郡の２区分とした場合に、工事場所の

ある地域に本店がある者に２点を付与する。 

② 市内に本店がある者（①に該当する場合を除く。）に１点を付与

する。 

③ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす

る。 

－ 

(2)

企

業

の

地

域

貢

献

度 

②

地

域 

貢

献

度 

過去５年間の災

害時緊急対応出

動実績 

① 下関市災害等緊急協力事業者登録制度に登録があり、過去５年間

（５年前の日の属する年度の４月１日から公告日の間）において、

その出動実績があるものを評価する。 

② 当該制度に登録はあるが、出動実績がないものについては、0.5

点を付与する。 

③ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす

る。 

－ 

過去３年間の市

内在住者の新規

雇用の有無 

① 過去３年間（３年前の日の属する年度の４月１日から公告日の

間）に下関市内に住所を有する者を新規に雇用（下関市外に住所を

有する者を雇用した後、その者が市内に住所を移した場合も含む。）

した後、１月以上雇用を継続し、参加申請日において常時雇用して

いる場合に評価する。 

② 雇用の開始及び継続が確認できる書類及び被雇用者の住所がわ

かる書類の写しを添付すること。 

③ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす

る。 

－ 

その他の取組 

①  Ａ～Ｅのいずれか２項目以上に該当する場合に１点を付与する。 

②  Ａ～Ｅのいずれか１項目に該当する場合に 0.5 点を付与する。 

③ 共同企業体を対象として発注する工事においては、特段の指示が

ない場合、当該共同企業体の代表者、構成員のいずれかを対象とす

る。 

 

 

Ａ 障害者

の雇用状

況 

① 参加申請日において、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づ

く障害者雇用の報告義務がある事業主は、法定雇用率以上の障害者

の雇用がある場合に、報告義務がない事業主は、１人以上の障害者

の雇用がある場合に評価する。 

② 雇用の開始及び継続が確認できる書類及び障害の程度が分かる

書類（身体障害者手帳、療育手帳等）の写しを添付すること。 

－ 

 

Ｂ 更生保

護の協力

雇用主登

録 

① 参加申請日において、保護観察対象者の「協力雇用主」の登録を

受けている者を評価するので、登録を受けていることがわかる書類

を添付すること。 
９ 

  

 

Ｃ 消防団

協力事業

の登録 

① 参加申請日において、「下関市消防団協力事業所」の認定を受け

ている者を評価する。  － 



 

  

 

Ｄ やまぐ

ち男女共

同参画推

進事業の

認証 

① 参加申請日において、「やまぐち男女共同参画事業者」の認証を

受けているものを評価するので、認証を受けていることが分かる書

類を添付すること。 － 

  

 

Ｅ 地域貢

献活動の

実績 

① 過去１年間（１年前の日の属する年度の４月１日から公告日の

間）において、「しものせき美化美化大作戦」若しくは「しものせ

き美化美化キャンペーン」又は清掃、植栽等下関市内の公共施設で

の企業としてのボランティア活動のいずれかについて評価する。な

お、個人としての活動は評価しない。 

② 上記活動実績に関する必要事項を記載するとともに、記載した活

動実績が確認できる資料として、公的機関、ボランティア活動の主

催者、地元自治会等からの感謝状や活動の内容を証明する書類等、

第三者が当該活動（内容、実施日、対象施設）を証明する資料を添

付すること。ただし、「しものせき美化美化大作戦」、「しものせき

美化美化キャンペーン」の場合には、提出様式（様式１０－１号）

の「活動の種類」の欄に活動名称を記載することにより、実績の分

かる書類等の添付は省略できるものとする。 
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